
 

LGBT とは，女性同性愛者のレズビアン（L），男性同性愛者のゲイ（G）， 
両性愛者のバイセクシュアル（B），性別違和のトランスジェンダー（T）の頭文字を並べた略称です🌈 
「LGBT」という一律の区分をすることができない方もいらっしゃるため，本電話相談会では「 LGBTs 」という表現をしています。 

 

 

神奈川県弁護士会は，LGBTs の方々の人権を擁護すべく， 

弁護士による無料電話相談会を実施いたします📞 

 

 

 

 

 

 

 

 

等々 

当事者の方だけでなく身近な方からのご相談もお待ちしています。 

 

2020 年 10 月 12 日（月）１５時～２１時 

☎ご相談専用ダイヤル☎ 045-663-2083 

無料相談当日のみ，つながる電話番号です。 

 

 

 

 

主催：神奈川県弁護士会  

<問合せ先> 

神奈川県弁護士会業務課 （平日 9：00～17：00） 

〒231-0021 横浜市中区日本大通９番地   

電話：045-211-7705  FAX：045-211-7718 

http://www.kanaben.or.jp/ 

相談料は無料です。 
（電話代は，相談者様にてご負担ください。） 

皆様からのご相談を 

お待ちしております🌈 

別れた交際相手から 

「同性愛者であることをばら

すぞ！」と脅されています。 

長年連れ添ったパートナー

に財産を相続させたい 

戸籍上の性別を変えたい 

学校・職場において、どの

ような配慮が必要ですか？ 


